
政
令
第

号

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
財
政
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
並
び
に
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
三
第

三
項
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。（

予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
号
中
「
酒
税
」
を
「
法
人
税
」
に
、
「
百
分
の
三
十
二
、
法
人
税
」
を
「
百
分
の
三
十
三
・
一
、
酒
税
」

に
、
「
百
分
の
三
十
四
、
」
を
「
百
分
の
五
十
並
び
に
」
に
改
め
、
「
並
び
に
た
ば
こ
税
の
収
入
額
の
百
分
の
二
十
五
」
及

び
「
並
び
に
た
ば
こ
税
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
十
五
」
を
削
る
。

（
地
方
財
政
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



附
則
第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
公
営
競
技
納
付
金
の
納
付
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
（
第

五
項
」
に
改
め
、
「
）
に
納
付
す
べ
き
納
付
金
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
営
競
技
納
付
金
」
と
い
う
。
）

」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
機
構
に
納
付
す
べ
き
納
付
金
」
を
「
公
営
競
技
納
付
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
八
号

中
「
平
成
二
十
七
年
度
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
納
付
金
」
を
「
公
営
競
技
納
付
金
」
に
改

め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
項
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
項
」
を
加
え
、
「
同
項
の
納
付
金
」
を
「

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
公
営
競
技
納
付
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
営
競
技
納
付
金
の
額
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
、
十

分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
、
「
次
項
」
と
す
る
。

附
則
第
九
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
」
を
「
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び

第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
」
を
「
附
則
第

十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
四



条
」
を
「
附
則
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
四
条

」
を
「
附
則
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

附
則
第
十
条
中
第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

附
則
中
第
十
一
条
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す

る
。附

則
第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
五
年
度
及
び
」
を
削
り
、
同
条
中
「
平
成
二
十
五
年
度
及
び
」
を
削
り
、
「
附

則
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
」
を
「
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
十
四
条
と
す
る
。

附
則
第
十
六
条
中
「
附
則
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
」
を
「
附
則
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条

を
附
則
第
十
五
条
と
す
る
。

附
則
第
十
七
条
中
「
附
則
第
十
四
条
」
を
「
附
則
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
十
六
条
と
し
、
附
則
第
十
八
条

を
附
則
第
十
七
条
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
地
方
財
政
法
施
行
令
附
則
第
二
条

第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
条
第
五
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
十
九
条
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後
の

年
度
に
お
け
る
財
政
法
第
六
条
に
規
定
す
る
剰
余
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
同
条
に

規
定
す
る
剰
余
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
財
政
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
財
政
法
施
行
令
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

以
後
に
行
わ
れ
る
公
営
競
技
に
係
る
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
財

政
法
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
納
付
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の



よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
を
削
る
。

附
則
第
五
条
中
「
附
則
第
十
六
条
」
を
「
附
則
第
十
五
条
」
に
、
「
附
則
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
」
を
「
附
則
第

十
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
」
に
、
「
附
則
第
十
四
条
」
を
「
附
則
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

附
則
第
六
条
中
「
附
則
第
十
七
条
」
を
「
附
則
第
十
六
条
」
に
、
「
附
則
第
十
四
条
」
を
「
附
則
第
十
三
条
」
に
改
め
、

同
条
を
附
則
第
五
条
と
す
る
。

附
則
第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
」
を
「
平
成
二
十
七

年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
度
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。



理

由

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
財
政
法
第
六
条
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
計
算
方
法
、
公
営
競

技
納
付
金
の
額
の
算
定
方
法
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


